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 当財団ウェブサイトに企業登録し求人情報を掲載するに当たっては、正社員であり以下

の条件を満たすものとします。 

 

1. 認める条件 

（1）原則として、県内の職場に就職すること 

（2）2～3年の試行期間（時給）後に正式採用 

（3）最初は正社員でなく、一定の条件を経て正社員として県内で勤務 

（4）入社後、県外での経験を経て、概ね 5年以内に県内に勤務 

（5）入社後、県外での研修を経て、2～3年後、県内に配属 

（6）入社後、県内で概ね 2年以上勤務し、その後、県外(東北を含む全国各地)で勤務 

 

▽ （2）～（6）は、企業が採用条件を明確化し、かつ、求人情報にもその旨記載してい

ることを条件とします。 

▽ 東北各地を含め県外勤務又は全国勤務ありで募集し、将来的に県内勤務も明確化し

ていない場合は認められません。 


